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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保険会社が一定の基準に合致した身体的運動実績が認められた被保険者に対して一定の
利便性を供与し、一方では当該被保険者の身体的運動実績により医療費を抑制する保険料
管理システムに用いる情報仲介システムにおいて：
　多数の真正な被保険者の真正な運動実績を検知するために個々の被保険者の身体に装着
する運動状態モニター装置であって、運動動作を検出する運動動作センサーと、当該運動
動作センサーの出力を記録する記録手段を備え、運動者の身体に装着する前記運動状態モ
ニター装置は、予め登録した運動者本人であることを確認するための本人確認処理を行う
本人確認機能を有し、登録した本人が正しく認識された場合のみ当該運動動作センサーの
出力を有効な出力として当該記録手段に記録するように構成し、更に当該運動状態モニタ
ー装置は、前記運動者本人が現に装着していることを確認するための装着確認処理を行う
装着確認機能を有し、予め登録した運動者本人による装着が正しく確認された場合のみ当
該運動センサーの出力を有効な出力として当該記録手段に記録するように構成し、前記装
着確認処理は、前記運動者本人が当該運動状態モニター装置を現に身体に装着していなけ
れば感知できない装着者への所定の外的指示に個別対応する装着者からの特定の運動デー
タを検出し、当該装着者からの運動データが前記所定の外的指示に一致する運動データか
否かを確認することにより装着確認を行ない、身体に前記運動状態モニターを現に装着し
ていることが確認された場合のみ、当該運動動作センサーの出力を有効な出力と判断し真
正な運動実績として当該記録手段に記録するように構成し、前記記録手段に記録された前
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記運動実績情報をネットワークを介して送信する運動状態モニター装置と；
　前記ネットワークを介して前記運動状態モニター装置から受信した前記被保険者の真正
な運動実績情報を所定の情報処理する情報処理機能、および前記真正な運動実績に従い前
記真正な被保険者に一定の利便性を与える保険会社へ前記情報処理された運動実績情報を
送信する送信機能を有する情報仲介センターに設けられた情報仲介機能；
　とで構成されたことを特徴とする情報仲介システム。
【請求項２】
　前記装着確認処理において、前記装着者への所定の外的指示が前記運動状態モニター装
置からの特定の運動指示であり、前記個別対応する装着者からの所定の運動データが特定
歩数又はより精密な特定歩行波形である装着確認処理か；或いは前記装着者への所定の外
的指示が装着者への所定のリズムを有する運動指示であり、前記個別対応する装着者から
の所定の運動データが前記リズムに同期した生体信号リズム又は前記リズムに同期した加
速度信号である装着確認処理か；或いは前記装着者への所定の外的指示が前記運動状態モ
ニターを装着せよとの指示であり、前記個別対応する装着者からの所定の運動データが連
続して検出される装着者の心拍パルスを含む生体信号である装着確認処理；のいずれか一
つで行なわれる請求項１記載の情報仲介システム。
【請求項３】
　前記情報仲介センターが、前記被保険者に対して蓄積された前記運動実績情報、または
当該運動実績情報を分析、加工した付加価値情報を、前記真正な被保険者の携帯電話また
は情報端末に定期的または被保険者の要求により前記ネットワークを介して配信すること
を特徴とする請求項１記載の情報仲介システム。
【請求項４】
　前記保険会社における医療費の抑制価値が、前記被保険者に与える一定の利便性のため
に必要とする経費以上の経済的価値であることを特徴とする請求項１記載の情報仲介シス
テム。
【請求項５】
　保険会社が一定の基準に合致した身体的運動実績が認められた被保険者に対して一定の
利便性を供与し、一方では当該被保険者の身体的運動実績により医療費を抑制する保険料
管理システムに用いる情報仲介システムにおいて：
　多数の真正な被保険者の真正な運動実績を検知するために個々の被保険者の身体に装着
する運動状態モニター装置であって、運動動作を検出する運動動作センサーと、当該運動
動作センサーの出力を記録する記録手段を備え、前記運動状態モニター装置は、予め登録
した運動者本人であることを確認するための本人確認処理を行う本人確認機能を有し、登
録した本人が正しく認識された場合のみ当該運動動作センサーの出力を有効な出力として
当該記録手段に記録するように構成し、更に当該運動状態モニター装置を前記運動者本人
が現に装着していることを確認するための装着確認処理を行う装着確認機能を有し、予め
登録した運動者本人による装着が正しく確認された場合のみ当該運動センサーの出力を有
効な出力として当該記録手段に記録するように構成し、前記装着確認処理は、前記運動者
本人が当該運動状態モニター装置を現に身体に装着していなければ感知できない装着者へ
の所定の外的指示に個別対応する装着者からの特定の運動データを検出し、当該装着者か
らの運動データが前記所定の外的指示に一致する運動データか否かを確認することにより
装着確認を行ない、身体に前記運動状態モニターを現に装着していることが確認された場
合のみ、当該運動動作センサーの出力を有効な出力と判断し真正な運動実績として当該記
録手段に記録するように構成し、前記記録手段に記録された前記運動実績情報をネットワ
ークを介して送信する運動状態モニター装置と；
　前記ネットワークを介して前記運動状態モニター装置から受信した前記被保険者の真正
な運動実績情報を所定の情報処理し、前記真正な運動実績に従い前記真正な被保険者に一
定の利便性を与える保険会社へ前記情報処理された運動実績情報を送信する情報仲介セン
ターに設けられた情報仲介機能と；
　前記運動実績情報を前記ネットワークを経由して受け取り、該運動実績情報に基づき、
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前記被保険者から優良な被保険者を選別し、医療機関への医療費支払い抑制し、かつ該被
保険者へは保険料の割り引きを行う保険会社のサーバ；とで構成したことを特徴とする情
報仲介システム。
【請求項６】
　前記保険会社のサーバが、前記該被保険者へは保険料の割り引き額と前記情報仲介セン
ターへの情報仲介料の合計額を、前記医療機関への医療費抑制額以内に設定するように構
成されたことを特徴とする請求項５記載の情報仲介システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は本人確認および本人装着確認機能を備えた運動状態モニター装置、それを用い
た保険料管理システム、ならびに運動実績情報に関する情報仲介システムに関する。ここ
で云う本人確認機能とは事前に設定された特定人か否かを確認する機能であり、本人装着
確認とはその特定人物が運動状態モニター装置を現に身体に装着しているか否かを確認す
る機能をいう。また運動状態モニター装置とは、心身の健康の維持・向上、疾病の予防あ
るいは健康増進につながる運動を行う被保険者に対する保険料割引等の利便を与える制度
を有する保険に使用されるもので、具体的には被保険者本人の運動実績を的確に把握する
装置である。さらにまた保険料管理システムとは、所定の基準を満足する運動実績が確認
できた被保険者に対する保険料割引または優遇等の利便を提供する保険料割引システムを
いい、情報仲介システムとは、被保険者が健康増進のために行う運動の実績データの真偽
を確認して、真正な運動実績データのみを保険会社に提供するシステムをいう。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、医療保険プレミアムは増加の一途をたどり、会社負担額は毎年多額になり経営サ
イドはコントロールできない経費増に頭を抱えている。多くの会社では従業員に対し健康
保険プラン、例えば米国ではＨＭＯ（Health　Maintenance　Organization）やＰＰＯ
Ｐｌａｎ（Preferred Provider Organization Plan）をオファーして、保険料の一部を負
担しながら保険を提供している。具体的には、従業員は一定の医療プランを選択し、資格
を得た時点からその会社の団体扱い医療保険の被保険者となり、一定の条件に従い医療費
がカバーされることになる。またわが国においても、医療費明細書を被保険者へ送り、医
療保険から幾ら支払われているかを被保険者に通知して医療費の抑制を図っている。
【０００３】
　一方保険会社側では、健康保険プランの加入時には被保険者の既往症を問い、一定以上
の既往症を有する被保険者を事前排除した上で保険加入を認めることにより、極端な医療
費の支出を抑えるようにしている。
【０００４】
　しかしながら現行の健康保険システムでは、いわゆる個々人の毎日の健康維持に対する
努力に関しては不問である。すなわち被保険者本人の年齢、性別、等の一般的な条件、お
よび個々人の既往症等の過去のデータのみを与件として保険料の算出が行われているのが
現状である。
【０００５】
　一方、常に運動を心がけ心身の健康を保つ努力をする者と、ほとんど運動をせずに過ご
す者とでは、医者にかかる頻度、あるいは必要とする医療内容に差があるのは、統計的な
データですでに明らかである。これは換言すれば、前者の常に運動を心がける被保険者は
医療費の支出が少なく、後者については医療費の支出が多くなることを意味する。しかし
ながら、保険加入後の個々人が行う毎日の健康維持に対するこれらの努力は、現状の保険
料には反映されていないのが実情である。こうした健康維持に対する自己努力による被保
険者の選別、あるいはクラス分けによって保険料を増減させるのは、単に保険会社の採算
性を向上させるだけではなく、被保険者への保険料軽減、あるいは社会全体としても総医
療費の抑制に効果があると思われる。



(4) JP 4370583 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

【０００６】
　個々人の健康維持に対する努力を保険料に反映させようとするシステムに関して、ごく
最近公開された図１８に示す日本国特開２０００－２７６５２５公報に示す健康目標管理
システムがある。この発明は各人の健康度に応じて生命保険料を割り引く保険商品に関わ
るものであり、本商品について契約を結んだ人は、保険会社が指定する健康増進施設にお
いて自己の運動実績を定期的に入力装置１０３から入力する。健康度計算処理部１０９は
、記憶装置１０２に保存された図示しない学習歴管理ファイル２０１、学習効果テスト成
績ファイル２０２、健診ファイル２０３、運動実績ファイル２０４、等から健康度を算出
して、生成価値算出処理部１１０により計算された各人の保険料の割引率が計算され、こ
の割引率に基づいた保険料の算出を行う。しかし現実には、保険料の割引や各種無料サー
ビスの提供などの優遇を受けるために、他人に依頼して本人になりすましてもらい、運動
実績ファイルなどのデータを作成する事が起こり得る。この点、上記の日本国特開２００
０－２７６５２５公報に示す健康目標管理システムでは、運動実績ファイルなどのデータ
を、他人が本人になりすまして作成することを防止する事には配慮がなされていない。
【０００７】
　上述のように、上記の保険料割引などの優遇は被保険者自身の健康維持努力に基づくべ
きものであるため、被保険者本人が現に運動を行ったのか、それとも他人が被保険者に成
り代わり運動実績のみを入力したのかを確認する必要がある。被保険者本人が現に運動を
行なったかどうかを確認するためには、本人確認および運動確認の両者が必要となる。こ
の本人確認の単独技術については既に多くの周知技術が存在する。例えば本出願人に係る
USP4,528,442においては、複数個の質問に対する応答を、あらかじめ本人照合用に登録さ
れた本人の応答と比較して、本人照合するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら現状の各種の運動器具ないしは装置で用いられる本人確認技術では、本人
が他人に、自分への成りすましを依頼するという可能性を前提にしていなかった。例えば
歩行計やスポーツクラブで広く用いられている各種のスポーツ器具は、運動量を計算、表
示する機能を有しており、保険会社はこれらの運動器具による被保険者の運動量をそのま
ま信用して保険料のディスカウントすることも可能かもしれない。ただここで問題は、現
状では被保険者側からの一定量の運動を実行したという自己申告をそのまま信用する以外
に手は無く、保険会社側ではこの自己申告の真偽を確認する手段をもたない点にある。例
えば歩行計で一定以上の歩数を記録し、そのデータを自己申告した被保険者に対して保険
料のディスカウントをしようとしても次のような問題が考えられる。
【０００９】
　まず第１の問題として、本当にその被保険者自身がその歩行計を装着していたのか、あ
るいは他人が装着していたのかは保険会社は確認できない。つまり本人確認ができない。
これは一般に本人確認が、単に「本人であること」、例えば一定の暗証番号を知っている
ことのみで必要十分条件としており、上記暗証番号を他人に告知してその他人が本人にな
りすまして暗証番号を入力しているのではない、ということまで確認する必要が無い場合
が多いためである。銀行預金口座の本人確認の例では、前者の「本人であること」のみが
確認できれば、それによる利益享受者が預金者自身であるため、暗証番号入力のみで必要
十分要件は満たされたとされるからである。しかしながら、本発明が対象とする一定の運
動を行った被保険者の保険料を割り引くという保険料管理システムでは、運動量を申告す
る本人の申告のみで「本人であること」が確認できても、保険会社が「本人に成りすまし
た他人ではない」と十分に確認できなければ本人の健康維持努力を確認するためには、必
要十分条件が満たされたとは言えない。すなわち既存技術だけでは「本人であり、かつ他
人ではない」という二つの条件を満たす本人確認は行われていない。
【００１０】
　第２の問題として、本当に歩行あるいはジョギングしなくても、例えば歩行計を手で振
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ることによっても歩数としてカウントされるため、本人の体に実際に装着されていたかは
確認できない。つまり装着確認ができない。例えば毎月の保険料が７万円として年に８４
万円の保険料を支払っている被保険者に対して、一定以上の運動をしたら１０％の保険料
割引があるとする。すなわち８万４千円／年の割引となる。この割引を得るために、被保
険者が歩行計を悪用して不正に歩数だけを上げる操作が可能である。例えば一定の機械的
な動きを有する回転体に歩行計を一定期間取付けておけば容易にカウント数を上げること
が可能であるが、この不正カウント数は被保険者の健康維持努力としてカウントされるべ
きものではないことは明らかである。この点でも現状の技術では、確実に本人の身体に装
着されていることを確認する具体的手段が開示されていない。
【００１１】
　第３の問題として、例えば歩数データを歩行計上にそのまま表示し、被保険者が自己の
運動実績としてその表示された歩数データを保険会社に電話、書類等で申告する場合、保
険会社はそのデータの真偽を判別する手段がない。言い換えれば被保険者による虚偽の運
動実績データの申告を防止することが出来ない。
【００１２】
　本発明は上記問題点に着目してなされたものであって、本発明の第１の目的は保険会社
側と被保険者側の双方にとって有益で公平な健康保険料算出に利用できる運動実績情報を
生成する運動状態モニター装置を提供することにある。このために本発明では、運動状態
モニター装置に、真正な被保険者の真正な運動のみを正しく記録する本人確認機能と本人
装着確認機能を装備している。なお暗号化した運動実績情報を被保険者から保険会社へ送
ることも出来る。
【００１３】
　例えば歩行計のような高額ではない運動状態モニター装置を保険会社が被保険者に提供
し、運動することを促す。被保険者自身がその歩行計を確実に身体に装着して所定の基準
を満足する運動実績を記録すれば、被保険者の健康維持努力を認めて、保険会社は健康保
険料を割り引くなどのインセンティブを提供する。これにより保険会社は、被保険者に対
して健康でバイタリティーあふれる生活を送るための動機づけを行うことが出来る。
【００１４】
　本発明の第２の目的は、上記のような運動状態モニター装置を用いて被保険者の健康維
持努力を確実に把握することにより、保険料の軽減を図り、これにより競合保険会社に対
してビジネス上の優位性を確保する保険料管理システムを提供することである。
【００１５】
　本発明の第３の目的は、上述のような運動状態モニター装置を用いて被保険者の運動実
績データをネットワーク経由で入手し、その運動実績データまたは必要によりこの運動実
績データを加工した２次データを保険会社に提供する情報仲介センターを有した情報仲介
システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　発明はかかる課題を解決するために考案されたもので、上述の本人確認、装着確認には
、以下の２つの方法のいずれかを用いることが出来る。まず第一の確認方法では、被保険
者の本人確認と運動状態モニター装置の装着確認が電話等の通信回線を用いて行なわれる
。すなわち保険会社が健康保険や生命保険の被保険者に電話などの通信手段で連絡をとり
、例えば真正な被保険者のみが知り得る質問を口頭で被保険者に尋ねて本人確認をする。
その直後または直前にその本人が装着している運動状態モニター装置（例：歩行計）に記
録されている運動実績情報をネットワーク経由で取得し、解析して、運動状態モニター装
置の装着確認をする。すなわち、運動状態モニター装置が、本人確認時に指示された運動
（例：軽いジャンプまたは数歩の歩行）を本人確認時の時刻に行なわれた運動として記録
していたことが後処理で確認できたら、本人が運動状態モニター装置を装着していたと判
断する。このようにして運動状態モニター装置から、取得した運動実績情報を解析して、
保険料を優遇するための基準を満足した運動を本人が現にしていたかどうかを判定し、そ
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の運動が基準を満足していたと判断すると、本人確認および運動状態モニター装置装着確
認ができたとして、保険料を優遇する措置をする。また、運動状態モニター装置から取得
した運動実績情報をもとに、その場でトレーニングコンサルタントによる運動トレーニン
グの指導をすることもできる。
【００１７】
　次に本人確認、装着確認の第２の確認方法では、電話等を用いずに運動状態モニター装
置が、内蔵プログラムにより装着者の本人確認，装着確認を行う。この確認方法では次の
ステップにより本人確認、装着確認が行われる。
　　　１）運動状態モニター装置は装着者の運動状態をモニターして、不揮発メモリーに
記録する（例：歩数，歩数がカウントされた日時のリストデータなど）。
　　　２）運動状態モニター装置は、運動直後に装着者が休息していることを検知する。
（例：加速度がしきい値以下である時間がしきい値以上継続した場合）
　　　３）運動直後の休息をとっていると運動状態モニター装置が判断したら、毎回また
は抜き打ちで一回、運動状態モニター装置から本人確認要求を出力して、本人確認のため
の情報の入力を求める。本人確認のために装着者に求める入力としては、「暗証番号」，
「生年月日」，「本人が安定的に簡単に回答できる質問；例好きな色の名前、血液型、干
支、星座、出生地など」がある。運動状態モニター装置が運動直後の状態であると認識し
た直後に本人確認をすることで、本人が運動状態モニター装置を装着していることが検知
される。運動中に本人確認をしないのは、本人確認により運動を妨げることを回避するた
めである。ただし生体情報による本人確認のように運動中でも運動を妨げないで本人確認
ができる手段を使用することもできるので、その場合には、運動直後でなくても本人確認
はできる。本人の装着チェック（装着確認）の精度を上げるためには、運動状態モニター
装置が装着者に簡単な動作（例：ジャンプや数歩の歩行）の実行を指示し、その運動が指
示直後に検知されたら、運動状態モニター装置が現に装着されていると判断する。特に上
述の質問事項を複数個内蔵し、ランダムに選択して本人確認を行い、さらに時間的に近接
したタイミングで上記の装着確認を行えば、保険会社側は、装着者が契約者（被保険者）
本人であり、本人になりすました他人ではない蓋然性を高めることが可能となる。また同
時に上述のように本人による運動状態モニター装置が現に被保険者に装着されていること
を確認する装着確認も可能となる。
【００１８】
　　　４）運動状態モニター装置は、記録している運動実績情報を適性運動基準と比較し
、その基準が満足されたら、運動状態モニター装置の使用者本人ごとのＩＤを用いて生成
される暗号キーを用いて暗号化された運動実績情報を表示部に表示する。このとき、この
暗号化された運動実績情報を保険会社のフリーダイアルの電話番号とともに表示し、この
暗号をそのフリーダイアルに通報すると保険料が割り引かれる旨の説明を付けても良い。
データの送信はインターネットを通じて保険会社のホームページ上のデータ受付ページへ
おくってもよい。これにより確実に正し運動データを、被保険者から保険会社へ送ること
が出来る。この第２の確認方法を用いた運動状態モニター装置では、運動状態モニター装
置自体に通信機能を必要としないし、運動している本人も電話やインターネット通信が可
能な場所で運動をするという制約がなくＯＦＦライン処理となるので、第１の確認方法に
比較して運動の自由度が向上するし、運動状態モニター装置をローコスト化、小型化でき
る。
【００１９】
　次に本発明の具体的な手段である第１実施例として、運動動作を検出する運動動作セン
サーと、この運動動作センサーの出力を記録する記録手段を備えた、運動者の身体に装着
する運動状態モニター装置において、予め登録した運動者本人であることを確認するため
の本人確認処理を行う本人確認機能を有し、登録した本人が正しく認識された場合のみ運
動動作センサーの出力を有効な出力として記録手段に記録するように構成したことを特徴
とする運動状態モニター装置を提案する。真正な被保険者が運動動作してることを確認す
ることで、運動実績データの信頼性を向上させるためである。
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【００２０】
　この本人確認処理は、外的要求によりランダムなタイミングで行われても、またこの運
動状態モニター装置内部に予め組み込まれた本人確認処理のための所定のタイミングで行
われてもよい。この本人確認処理が、予め登録した特定の質問に対して、予め登録した正
しい回答を運動者本人が入力することにより行われる。例えば親の名前、好きな色の名前
等である。また質問が常に同じであることを避けるために、運動状態モニター装置内に複
数個登録されており、その中からランダムに選択された１または複数の質問であってもよ
い。さらに本人確認は運動者本人の特徴的な生体情報により確認するように構成してもよ
く、その生体情報の一例として、指紋または声紋を用いてもよい。
【００２１】
　上記の本人確認機能にさらに、この運動状態モニター装置を運動者本人が現に装着して
いることを確認するための装着確認処理を行う装着確認機能を有し、予め登録した運動者
本人による装着が正しく確認された場合のみ当該運動センサーの出力を有効な出力として
当該記録手段に記録するように構成してもよい。この装着確認処理では、運動者本人が当
該運動状態モニター装置を現に身体に装着していなければ感知できない外的指示、例えば
身体に装着していなければ感知できない外的指示は、前記運動者本人の身体の一部を振動
させることにより行われる。このようにして装着確認を行えば、不正な手段で運動実績デ
ータが蓄積されるの防止するためである。この装着確認処理は、身体に装着していなけれ
ば感知できない前記外的指示によるタイミングで前記運動動作センサーにより運動実績デ
ータが得られたか否かにより判断され、歩行計内に装備された運動動作センサーを用いて
もよい。歩行計を用いるのは簡易な装置で運動動作が確認でき、装着確認が容易に出来る
からである。
【００２２】
　上述の所定のタイミングを問題にするのは、装着確認処理が、運動状態モニター装置の
身体装着時のみに感知できる外部信号と運動動作センサーの出力信号とが高い相関性を持
つか否かで判断されることを意味する。この運動状態モニター装置の身体装着時のみに感
知できる外部信号とは内蔵する運動指示音のリズム音であってもよく、このリズム音と運
動動作センサーの出力である身体の脈派とが、高い相関性を持つか否かで装着確認処理を
行ってもよい。さらに装着確認処理が、当該運動状態モニター装置の身体装着時のみに感
知できる加速度情報、すなわちリズム音による運動動作の強弱に関する外部指示と運動動
作センサーの出力とが高い相関性を持つか否かで判断されてもよい。
【００２３】
　本発明による運動状態モニター装置には、記録手段により有効な出力として記録された
前記運動センサーの出力から得られた運動実績情報を表示する表示機能を有し、当該表示
機能には、暗号化された運動実績情報を表示してもよい。これにより被保険者には運動実
績情報が暗号化されて表示されるので保険会社への虚偽の申告を防止することが出来る。
【００２４】
　さらに本発明の第２の実施例では、保険会社が基準に合致した身体的運動実績が認めら
れた被保険者に一定の利便性を供与し、一方では被保険者の当該身体的運動実績により医
療費を抑制する保険料管理システムにおいて、運動動作を検出する運動動作センサーと当
該運動動作センサーの出力を記録する記録手段を備えた運動状態モニター装置を用いて身
体的運動実績を測定し、かつ被保険者が正しく認識された場合のみ運動動作センサーの出
力を有効な出力として記録手段に記録する本人確認機能を具備する当該運動状態モニター
装置を用いて身体的運動実績を認定するように構成したことを特徴とする保険料管理シス
テムを開示する。具体的には被保険者に供与されるその利便性とは、保険料割引であって
もよい。これは自己健康管理を徹底する優良な被保険者を選別するためである。この運動
状態モニター装置にはさらに装着確認機能を付加してもよい。
【００２５】
　なお上述の保険料割引が前記医療費の抑制価値以下であることを特徴としている。これ
は優良な被保険者を保険会社が選別することで、より多くの利益を保険会社が得るためで
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ある。
【００２６】
　さらに保険会社、被保険者以外の第三者として、健康指導会社が運動状態モニター装置
を用いて被保険者の身体的運動実績情報を蓄積し、蓄積された身体的運動実績情報を保険
会社へ提供し、かつ前記保険料割引の割引額と前記医療費の抑制価値との差額以内の運動
促進料を当該保険会社から当該健康指導会社へ支払われるように構成してもよい。この健
康指導会社が、さらに前記被保険者に対して前記保険会社から受け取る前記運動促進料以
内で、前記被保険者に対して健康指導を行い、被保険者の効率のよい運動促進策を行い、
積極的に医療費抑制を図ってもよい。
【００２７】
　さらに本発明の第３の実施例として、保険会社が一定の基準に合致した身体的運動実績
が認められた被保険者に対して一定の利便性を供与し、一方では被保険者の身体的運動実
績により医療費を抑制する保険料管理システムに用いる情報仲介システムにおいて、多数
の真正な被保険者の真正な運動実績を検知するために個々の被保険者の身体に装着する、
本人確認機能と装着確認機能を具備した運動状態モニター装置であって、ネットワークを
介して運動実績情報を送信することが出来る運動状態モニター装置と、当該ネットワーク
を介して当該運動状態モニター装置から受信した当該被保険者の真正な運動実績情報を所
定の情報処理をする情報処理機能、および当該真正な運動実績に従い当該真正な被保険者
に一定の利便性を与える保険会社へ情報処理された運動実績情報を送信する送信機能を有
する情報仲介センターに設けられた情報仲介機能とで構成されたことを特徴とする情報仲
介システムを開示する。この情報仲介センターは、上述の健康指導会社と同じ機能を有し
ていてもよいし、その外注機関としてデータの仲介のみを行ってもよい。なお情報仲介セ
ンターは、被保険者に対して蓄積された運動実績情報、または運動実績情報を分析、加工
した付加価値情報を、真正な被保険者の携帯電話または情報端末に定期的または被保険者
の要求によりネットワークを介して配信してもよい。これにより被保険者は自己の運動実
績データを容易に入手することができ、健康促進に役立てることが出来る。なおこの場合
、保険会社における医療費の抑制価値が、前記被保険者に与える一定の利便性のために必
要とする経費以上の経済的価値であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２８】
　以上記載のごとく、本発明による運動状態モニター装置１または２では、従来の運動状
態モニター装置のように単に運動情報を記憶するだけではなく、本人確認機能を有し、し
かもこの本人確認が暗証番号の入力による等による「本人であること」の確認のみでなく
、「かつ本人になりすました他人ではない」ことを積極的に確認できるため、被保険者以
外の他人による不正な運動量データの蓄積を防止することが出来る。また運動直後に装着
確認が行われるので、被保険者の運動のみを正しく記録することが出来る。そしてこの運
動状態モニター装置を保険会社または業務委託を受けた健康指導会社が被保険者に提供し
、自発的に運動することを促し、被保険者自身が一定期間に一定の運動量だけ記録すれば
、被保険者の健康維持努力を認めて、健康保険料を割り引く等の有用な保険料管理システ
ムを構築することが出来る。
【００２９】
　さらに本発明による保険料管理システム５００または６００では、保険会社に代わって
健康指導会社が被保険者の保有する運動状態モニター装置１または２から被保険者の運動
実績データを受け取り、被保険者が適切な運動を行っているかのチェックを行う。さらに
健康促進のためのアドバイスを被保険者に与え、結果として医療費の抑制を行い、保険会
社の収益増進を図ることが出来る。
【００３０】
　また本発明による情報仲介システム７００では、情報仲介センターが運動指導会社の業
務の一部である情報処理業務を行い、結果として保険会社の収益増進を図ることが出来る
。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を例示的に詳しく説明する。但しこの実
施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的位置等は特に特定的な
記載がないかぎりは、この発明の範囲を限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない
。
【００３２】
　１は第１実施例に係る運動状態モニター装置１の外観図を示す。このタイプの運動状態
モニター装置では、運動をする人の体に、ベルト等の装着用部材６０により、服の上また
は下に装着して、運動をする人の運動の種類や量、運動の時間などを測定し、運動日時と
対応させて記録していく。運動状態モニター装置を携帯電話との一体型にして、運動状態
モニター装置で検出した情報を遠隔地に送信したり、遠隔地からの指令や質問などの情報
を受信して表示できるようにしてもよい。測定・記録した情報を加工して、表示部２０に
表示することもできる。運動状態モニター装置には、生体情報測定センサー端末１０、図
示しない内蔵する加速度センサーの両方または一方が内蔵されている。また、これらのセ
ンサーの情報をもとに、運動をする人の運動状態を判別し、目的とする運動状態に関する
運動の量（例：歩数）を算出するためのプログラムも内蔵している。
【００３３】
　運動状態モニター装置を、本人以外が装着して運動することで本人が保険料の割引など
の優遇サービスを不正に受けることを防止するために、本人になりすました他人でなく本
人がその運動状態モニター装置を現に装着していることを確認するための機能を設けてい
る(本人確認機能)。すなわち、保険会社（又は健康指導会社）が本人に抜き打ち的に電話
し、本人に関する質問を適当な個数だけ電話１００を通して口頭で行なう。例えば本人確
認のための質問としては、「暗証番号」，「生年月日」，「本人が安定的に簡単に回答で
きる質問；例　好きな色の名前、血液型、干支、星座、出生地など」がある。
【００３４】
　その質問への回答から本人確認ができたら、次に本人が現にその運動状態モニター装置
を装着しているか、または他の不正な手段で運動状態を装っていないかどうかを確認する
(装着確認機能)。例えば、機械的な構成による運動体に本装置を取り付けて架空の運動実
績データを捏造していないかどうかを確認する。このためには一例として、保険会社（又
は健康指導会社）２００の担当者がランダムに選択した被保険者へ電話で、本人にジャン
プ運動を指示して、本人にその場で例えば少しジャンプ運動等をしてもらう。運動状態モ
ニター装置付き携帯電話の場合には、運動トレーニングの全過程をその場で指導して体を
動かしてもらうこともできる。この指示時刻とジャンプ運動による運動実績データの記録
時刻がタイミング的に近ければ本人が現に本装置を用いていることが確認できることにな
る。
【００３５】
　次に、運動状態モニター装置の記録情報を電話またはインターネット等の通信回線を介
して、保険会社（又は健康指導会社）のコンピュータが吸い上げる。運動状態モニター装
置から直前のジャンプなどの運動情報が出力され、本人のＩＤも検出されたら、本人が装
着している運動状態モニター装置の記録している情報として処理する。運動状態モニター
装置が保険会社（又は健康指導会社）のコンピュータと回線で接続されていない状況では
、運動状態モニター装置が記録している運動履歴情報の評価は保険会社（又は健康指導会
社）のコンピュータではできない。その場合、運動状態モニター装置は、内部に記録して
いるこの本人の運動履歴情報を適性運動基準と比較し、その基準が満足されたら、運動状
態モニター装置の使用者本人ごとのＩＤを用いて生成される暗号化されたデータを表示部
２０に表示してもよい。データが暗号化されているので本人が虚偽のデータを保険会社へ
申告することは不可能となる（暗号化データ自己申告機能）。この運動履歴情報が保険会
社に通報されると、一定の基準を満足する良好な運動を記録していたら、本人の保険料を
割り引くなどのサービスを与える。
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【００３６】
　本装置には、上記のほかに操作部３０で後述するフローチャート内の入力を行う。また
スピーカ４０、マイク５０を通じて装置と本人、あるいは電話を通じて保険会社との情報
交換を行なうこともできる。あるいは保険会社の所定のホームページ上に設けられたデー
タ受付ページへインターネット経由で、本人がアクセスして前記の暗号化されたデータを
自己申告してもよい。
【００３７】
　第２図は他のタイプの運動状態モニター装置２の外観図を示す。このタイプの運動状態
モニター装置２は上述の運動状態モニター装置１とは異なり保険会社と本人確認、装着確
認のために電話連絡等は行わず、運動状態モニター装置２自体でこれらの確認が行われる
。まず装着者本人の運動状態をモニターし、記録する。そして、運動を休止したことを検
知した直後に、装着チェックのための被保険者に対し軽い運動（例：一定のジャンプ）の
実行要求する内部プログラムが稼動する。一定のジャンプなどの運動情報を生体情報セン
サー端末１０や加速度センサーがキャッチして、人間の骨格構造や筋肉の構造に起因して
運動時に発生する生体信号パターンが検出されたかどうかによって、運動モニターが人体
に装着されているかどうかを判定する。すなわち、予め登録されている比較データと比較
されて現に本装置を装着しているか否かの装着確認がチェックされる（装着確認機能）。
【００３８】
　その後本人確認の情報入力（例：指紋入力、音声入力）を求める内部プログラムがさら
に稼動して本人確認をする(本人確認機能)。本人確認のチェック項目は第１実施例と同様
であるが、指紋センサー８０を用いて内部に登録されている参照データと比較してもよい
し、操作部３０の所定のボタン操作により暗証番号を入力してもよい。なお小型指紋セン
サーは例えばＳＯＮＹ製　型番ＣＸＡ３２７１ＧＥなどがある。さらにまたマイク５０か
ら声を入力して声紋の一致、不一致で判断してもよい。いずれにせよこれらの装着確認、
本人確認は第１実施例とは異なり、運動状態モニター装置単独で本人との間でチェックが
、いわばオフライン的に行われる点が異なる。
【００３９】
　装着確認、本人確認が完了したら第１実施例と同様に記録された運動実績情報が基準を
満たしていたら、運動状態モニター装置の使用者本人ごとのＩＤを用いて生成される暗号
化されたデータを表示部２０に表示する。この暗号化された運動データを本人が電話また
保険会社の所定のホームページ上に設けられたデータ受付ページへ自己申告する（暗号化
データ自己申告機能）。データが暗号化されているので虚偽の自己申告は出来ないのは第
１実施例と同様である。
【００４０】
ハード構成
　次に第３図を参照して本発明に係る運動状態モニター装置１または２のハード構成につ
いて説明する。内部構成要素であるＣＰＵ１００、ＲＯＭ１１０、ＥＥＰＲＯＭ１２０、
ＲＡＭ１３０、加速度センサー１４０、Ａ／Ｄ１５０、Ｄ／Ａ１６０、生体情報測定ユニ
ット１７０、および外部構成要素である既述の生体情報測定センサー端子１０、表示部２
０、操作部３０、スピーカー４０、マイク５０、さらに運動状態モニター装置２に使われ
る指紋センサー８０は、全てバスラインによって接続されている。
【００４１】
　ＲＯＭ１１０には、この運動状態モニター装置に関するプログラムの全てが入っている
。さらに、運動の種類ごとの基本波形パターン、各種の判定用しきい値、制御パラメータ
が入っている。ＥＥＰＲＯＭ１２０には、運動状態モニター装置のＩＤ番号、運動状態モ
ニター装置の持ち主の氏名や暗証番号，本人確認用の質問およびそれへの回答、本人確認
用の指紋パターンや声紋パターンなどのような本人確認用の生体情報もはいっている。Ｅ
ＥＰＲＯＭへのこれらの情報の登録は、運動状態モニター装置の本人への配布前に本人か
ら直接に取得したデータをもとに行なわれる。ＲＡＭ１３０はこのソフトの動作に必要な
作業用のメモリー領域である。表示部２０はＬＣＤで構成され、この装置を操作するユー
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ザへのメッセージを表示する。この表示は、スピーカ４０からの音と同期して発生させら
れる場合が多い。生体情報測定ユニット１７０は、例えば心電波形を取得したり、心拍波
形を取得するために用いる。操作部３０は、モード切り替え、質問への回答の入力、暗証
番号入力などに用いるボタン群から構成されている。指紋センサー８０はユーザの指紋を
運動状態モニター装置に入力するために用いる。
【００４２】
ソフトウエア-フローチャート
　次に図４－図１４を参照にして、本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-
フローチャートについて説明する。なお上述の実施例１における運動状態モニター装置１
および２においては、重複部分が多いため以下は運動状態モニター装置２の場合について
説明する。
【００４３】
　図４－図６についてはメインルーティーンの概略を、図７－図１１については装着確認
処理のサブルーティーンＳＵＢ２００を、図１２－図１３については本人確認処理のサブ
ルーティーンＳＵＢ３００を、そして図１４については運動の種類と量と時刻の記録に関
するサブルーティーンＳＵＢ４００をそれぞれ開示する。
【００４４】
　まず図４に示すように運動状態モニター装置１または２が、被保険者本人の所定の身体
部所に装着されるとＳＴ０１で一連の初期化処理が行われる。すなわちＳＴ０２で操作部
３０のＭＯＤＥボタンが登録モードか否かがチェックされる。ここで登録モードとは本人
確認用データ、運動評価用データなどを登録するモードである。登録モードである場合、
サブルーティンＳＵＢ１００で所定の登録処理が行われて、その後ＳＴ０３で実行モード
に設定される。その後再びＳＴ０２で今度は登録モードでなく実行モードが検知される。
【００４５】
　ＳＴ０４に進み本装置を現実に身体へ装着しているか否かの確認処理が完了しているか
否かがチェックされる（装着確認処理）。装着確認処理とは運動状態モニター装置が本人
の身体に現に装着されており、他の不正な手段でモニターを稼動させていないことを確認
する行為である。ここでは装着確認フラグが０の場合は確認処理が未終了、１の場合は確
認処理は終了して、かつ装着していると確認、２の場合は確認処理は終了して、かつ未装
着と確認している、とのフラグ状態から判断される。登録モード直後であれば通常は装着
確認が終了していないと判断されるので、後述するサブルーティンＳＵＢ２００で装着確
認処理が行われ、ＳＴ０５でその結果に応じて装着確認フラグとその確認時刻ｔ０がセッ
トされ、再びＳＴ０２，ＳＴ０４を経てＳＴ０６で本人確認処理済か否かがチェックされ
る。まだ装着確認処理が完了していなければＳＵＢ２００へ再び移る。
【００４６】
　ＳＴ０４で既に装着確認処理が完了していれば、次にＳＴ０６に進み現に本人が装着し
ており他人が不正に装着していないか否かがチェックされる（本人確認処理）。ここで言
う本人確認処理とは、保険契約者自身であり、不正に他人へこの運動状態モニター装置を
貸し与えていないことを確認する行為である。ＳＴ０６で未確認と判断されれば後述する
サブルーティーンＳＵＢ３００へ行き所定の本人確認処理がされ、ＳＴ０７でその本人確
認処理結果により本人確認フラグと確認時刻ｔ１がセットされ、再びＳＴ０２へ戻る。本
人確認フラグが、０の場合は本人確認処理は未終了、１の場合は確認処理は終了し、かつ
本人と確認、２の場合は確認処理は終了して、かつ他人と確認している、とのフラグ状態
から判断される。
【００４７】
　ＳＴ０６で既に本人確認処理済みと判断されれば、次にＳＴ０８では、本人確認済(フ
ラグが１)、装着確認済(フラグが１)のそれぞれの時刻ｔ０とｔ１が充分接近していれば
、本人確認後に運動状態モニター装置の取り外しが無かったと仮定して、ＳＴ１０で本人
による装着を確認したフラグをセットして、一連のモニターの装着確認処理、および本人
確認処理を終了し、以下の図５に示す運動記録と評価の処理に移る。ＳＴ０８で時刻ｔ０
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とｔ１が充分接近していなければ、何か不正があったと仮定してＳＴ０９でフラグをリセ
ットして再びＳＴ０２に戻る。
【００４８】
運動記録と評価の処理
　続いて図５に示す運動記録と評価の処理では、上述のＳＵＢ２００で身体に装着してい
ること、ＳＵＢ３００で本人であることの２つの条件がすでに確認された被保険者である
本人の運動量等が記録される。
【００４９】
　まずＳＴ１１で内蔵する加速度センサーのデータが記録される。ここで言う加速度セン
サーとは身体の運動に連動して加速度が検知されるセンサーの一例に過ぎない。例えば歩
行計を例にとれば、従来型の振り子式センサーでもよい。またスポーツクラブにおける各
種のジムマシンを使用する場合、身体各部の特有の動きを検知するセンサーまたはカウン
ターでもよい。これらのセンサー、カウンター類については、既に多くの既存技術が存在
するので詳細については省略するが、本発明の主題が被保険者の健康維持に有用な運動量
を測定して保険会社が被保険者に対して利便を供与する点より、それらの運動量を測定で
きるすべての測定器と理解されるべきである。さらに必ずしも単一の測定器とは限らず複
数種類の測定器を用いてもよい。
【００５０】
　ＳＴ１２、ＳＴ１３ではモードによって生体情報が読み取れば生体情報を読み取り記録
する。生体情報とは例えば心拍数や血圧情報、あるいはこれらの一次生体情報に限らずこ
れらの一次生体情報の時間的な変化率等の二次生体情報をいう。これらは図２の生体情報
センサー端末１０として一例が図示されているが、これに限定されるものではなく、カフ
内のマイク、皮膚密着型のレザーセンサー等の各種生体センサーで検知される生体情報を
いう。ＳＴ１４ではそれらの情報が評価できる十分な時間幅で記録されていることを確認
し、短過ぎれば再びＳＴ１１へ戻るか、もし十分な時間幅があれば次のＳＴ１５で、ＳＴ
１１とＳＴ１３で記録されたデータを基に本人が運動中かそれとも一時停止かの判断がさ
れる。仮に運動中と判断されれば、ＳＴ１６でその運動の種類と運動量、ならびにその運
動時刻を記録し、再びＳＴ０２のステップに戻り装着確認、本人確認、そして運動記録の
ステップが、ＳＴ１５で一時停止と判断されるまで繰り返される。そしてＳＴ１５で一時
停止と判断されると、さらに一定以下の短い停止であれば一時休息であったと判断され、
再びＳＴ１１に戻り運動記録が再開される。もしＳＴ１７で一定以上の長い時間にわたり
停止状態が続けば、運動が終了され休息中と判断し、ＳＴ１８でそれまでの運動評価値を
図２に示す表示部２０に表示すると共に現在のメニューを表示する。
【００５１】
　図６では、休息中の状態で次の新たなメニューが選択されたのか、または運動の完全な
終了かの判断がされてその最終処理に入る。すなわちＳＴ１９で操作部３０の操作キーを
読み取り、ＳＴ２０で新たなメニューが選択されればＳＴ２１でそのメニューに対応する
処理を起動させ再びＳＴ０２へ戻り、処理が続行される。もしＳＴ２０で新たなメニュー
が選択されない場合には、ＳＴ２２，ＳＴ２３で警告音を所定回数出した後に必要情報を
不揮発メモリーに記憶して電源を切り終了する。なおＳＴ２３では警告音が所定回数前で
あれば再びＳＴ０２に戻り処理が再開される。
【００５２】
　こうした一連の流れで、一回毎の運動量が加算記録され運動実績情報が本運動状態モニ
ター装置内に蓄積される。フローチャートには図示しないが、この運動実績情報は既に述
べたように表示部２０に表示し、電話で一定期間経過後に保険会社のデータベースへ伝え
てもよいし、またインターネット網で所定のホームページへ送ってもよい。この場合申告
者自身が利益享受者であるため、その真正を担保するため、予め保険会社側により秘密に
設定された暗号化方法で上記の運動実績情報は暗号化されて表示される。従って申告者自
身により記録改変は不可能となる。この暗号化された運動実績情報は保険会社で復号化さ
れ、その運動記録により保険料のディスカウント等の利便が被保険者に与えられる。
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【００５３】
装着確認処理
　以下図７から図１１を参照にして、図４に示すＳＵＢ２００装着確認処理について詳述
する。装着確認処理とは利益享受者である被保険者の身体に現に本運動状態モニター装置
が装着されており、他の不正な手段で運動実績情報が偽造されていないことを担保するた
めの処理である。本発明に係る運動状態モニター装置では以下５種の確認方式を開示する
が、必ずしもこれらに限定する意味ではなく例示に過ぎない。
【００５４】
　　　　（Ｂ１）：装着者にのみ検知できる指示の実行を確認する方式。例えば運動状態
モニター装置が振動して一定の運動実行の指示を出す。この場合は肌への接触装着は不要
である。
　　　　（Ｂ２）：運動状態モニター装置装着時の運動でのみ検出できる特徴的な信号を
確認する方式。これは運動状態モニター装置の検出する加速度信号の精密解析で、人体装
着時の運動に特有の波形（例：歩行時波形）を検出する。肌への接触装着は不要である。
　　　　（Ｂ３）：運動状態モニター装置の発生する指示リズムに同期した生体信号リズ
ムを確認する方式。生体信号の検出が必要であり、肌への接触装着が必要である。この同
期を確認する手段については後述する。
　　　　（Ｂ４）：運動状態モニター装置の発生する指示リズムに同期した加速度信号を
確認する方式。この同期を確認する手段については後述する。肌への接触装着は不要であ
る。
　　　　（Ｂ５）：生体信号を連続検知する方式。肌への接触装着が必要である。
　以下上記の５つの装着確認方式について順次説明を加える。
【００５５】
　図７において、装着確認処理ＳＵＢ２００が始まると、まずＳＴ２０１でどの方式を用
いて装着確認がされるかの番号が読み取られる。この番号は本フローチャートではＢ１か
らＢ５のいずれか一つが予めこの運動状態モニター装置を配布する保険会社によりセット
されている。但し必ずしも一つにセットする必要は無く、複数の方式で装着確認を行って
もよい。Ｂ１方式が図７、Ｂ２方式が図８、Ｂ３方式が図９、Ｂ４方式が図１０、Ｂ５方
式が図１１にそれぞれ示されている。
【００５６】
Ｂ１方式
　図７のＳＴ２１０でＢ１方式が確認されると、運動状態モニター装置から特定の運動指
示の振動を出す。装着者はこの振動を感知してから、予め取り決めされた運動、例えば歩
行計であれば１０歩だけ歩いて、５秒間停止し、さらに１０歩だけ歩く。ＳＴ２１２でそ
の運動が歩行計の加速度センサーで感知され、その情報が読み取られ記録される。すなわ
ち身体にこの運動状態モニター装置を現に装着していなければこのような条件反射は出来
ないため、装着が確認できることになる。ＳＴ２１３で所定時間経過したことが確認でき
たら、ＳＴ２１４で運動の種類と、量とその時刻が記録される。ＳＴ２１５では指示され
た特定運動が検知されたかが判断され、ＳＴ２１６とＳＴ２１７でそれぞれ特定運動検知
、あるいは非検知が設定される。その後装着確認処理を出てＳＴ０５へ進む。なお特定運
動を上述のように予め指定しておいてもよいし、その都度、表示部２０上に指示画面を出
してもよい。
【００５７】
Ｂ２方式
　図８のＳＴ２２０でＢ２方式が確認されると、ＳＴ２２１からＳＴ２２６までＳＴ２２
４のステップ以外はＢ１方式と同様な処理が行われる。Ｂ１方式と異なる点はＳＴ２２４
では、例えば上述の歩行計の特定歩数の検知と異なり、より精密な歩行波形の特徴を検出
することである。この歩行波形をチェックすることでより厳格な装着確認が可能となる。
【００５８】
Ｂ３方式
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　図９のＳＴ２３０でＢ３方式が確認されると、運動状態モニター装置から自動発生する
一定の指示リズムに同期した装着者による運動が要求されて、その生体信号リズムで装着
有無が確認される。すなわちＳＴ２３１で運動指示リズム音を出力するプロセスが起動さ
れる。これに同期し装着者が運動を行う。ＳＴ２３２でその生体信号を内蔵センサーが検
知し記録される。ＳＴ２３３で十分な時間幅の情報が記録されたら、ＳＴ２３４で運動指
示リズム音のパターンと記録された生体信号のパターンの相関値を求め、ＳＴ２３５でそ
の相関値が一定値以上か否か判断されＳＴ２３６，ＳＴ２３７で一定値以上なら装着と判
断し、一定値以下なら装着していないと判断されて装着確認処理を終わる。上述の同期し
た生体信号リズムとは例えば心拍のリズム等をいう。なお上記のＳＴ２３４、ＳＴ２３５
における運動指令音リズムと検出波形の相関による類似か否かの判定の仕方についてはさ
らに詳細に後述するとともにＳＵＢ４００として詳細なフローを開示する。
【００５９】
Ｂ４方式
　図１０のＳＴ２４０でＢ４方式が確認されると、ＳＴ２４１からＳＴ２４７までＢ３方
式の場合と類似したステップで装着、非装着が判定されるが、Ｂ３の生体センサーではな
く、Ｂ４方式では加速度センサーを用いて運動状態モニター装置の発生する指示リズムに
同期した加速度信号で判断される。例えば歩行計の指定リズムと同期した歩行速度で判断
される。他のステップはＢ３方式と同じである。なお上記のＳＴ２４４、ＳＴ２４５にお
ける運動指令音リズムと検出波形の相関による類似か否かの判定の仕方についても図９の
ＳＴ２３４、ＳＴ２３５と同様に、さらに詳細に後述するとともにＳＵＢ４００として詳
細なフローを開示する。
【００６０】
Ｂ５方式
　図１１にはＢ５の方式による装着確認処理が開示されている。これは例えば心拍パルス
を連続検知していて、一定時間以上の不検知時間があった場合に、運動状態モニター装置
の取り外しと判断する。最後に心拍パルスを検知した時刻をメモリーに記憶させ、次に心
拍パルスを検知した時刻との差の時間を算出し、その時間が所定値よりも大きいと、取り
外しと判断する。すなわちＳＴ２５１で最後に生体情報を検知した時刻をｔｍとし、ＳＴ
２５２で現在時刻とそのｔｍの時間差は所定以下かが判断され、所定以下なら運動状態モ
ニター装置の取り外しは無かったとしてＳＴ２５３で装着確認処理終了、かつ装着を確認
とし装着確認フラグを１とする。時間差が所定以上であればＳＴ２５４で装着確認処理終
了、かつ装着を未確認とし装着確認フラグを２とする。ＳＴ２５５で生体情報、この場合
であれば心拍パルスを読み取り記録する。続いてＳＴ２５６でその生体情報が検知できれ
ばＳＴ２５７で最後に生体情報を検知した時刻を現在時刻に変える。そして装着確認処理
を終えて、再び図４のＳＴ０５進み、さらに次の装着確認処理済の判断がＳＴ０４でされ
ＳＴ０６の本人確認、さらに前に進み図５のＳＴ１３で生体情報を読み、記録し、再度上
記の運動状態モニター装置の取り外しの有無が繰り返しチェックされる。
【００６１】
本人確認処理
　以下図１２および図１３を参照にして、図４に示すＳＵＢ３００本人確認処理について
詳述する。本人確認とは本運動状態モニター装置を装着しているのが利益享受者である被
保険者本人か、それとも他人かの確認をいう。本発明に係る運動状態モニター装置では以
下２種の本人確認方式を開示するが、必ずしもこれらに限定する意味ではなく例示に過ぎ
ない。
【００６２】
　　　　（Ａ１）質問への回答を分析する方式。例えば暗証番号、住所、氏名などの個人
情報を用いて、その解答の正誤で本人か否かを確認する方式。この方式では生体情報の検
知が不要なので肌に検知のためのセンサー端子等の接触装着は不要であるが、データ入力
用のキーボードなどが必要である。
　　　　（Ａ２）個人識別用の生体情報を利用する方式。例えば指紋、声紋、心電波形、
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と心拍では肌への接触装着が必要である。
【００６３】
　図１２において、本人確認処理ＳＵＢ３００が始まると、まずＳＴ３０１でどの方式を
用いて装着確認がされるかの番号が読み取られる。この番号は本フローチャートではＡ１
またはＡ２のいずれか一つが予めこの運動状態モニター装置を配布する保険会社によりセ
ットされている。但し必ずしも一つにセットする必要は無く、複数の方式で装着確認を行
ってもよいし、他人が本人に成りすまして不正に本人確認をパスするのを避けるために、
複数の確認方式からランダムに選択してもよい。Ａ１方式が図１２、Ａ２方式が図１３に
それぞれ示されている。
【００６４】
Ａ１方式
　図１２において、本人確認処理ＳＵＢ３００が始まると、まずＳＴ３０１でどの方式を
用いて本人確認がされるかの番号が読み取られる。この番号は本フローチャートではＡ１
またはＡ２のいずれか一つが予めこの運動状態モニター装置を配布する保険会社によりセ
ットされている。但し必ずしも一つにセットする必要は無く、複数の方式で装着確認を行
ってもよいのは上述の通りである。Ａ１方式が図１２、Ａ２方式が図１３にそれぞれ示さ
れている。
【００６５】
　図１２のＳＴ３０２でＡ１方式が確認されると、運動状態モニター装置から本人確認の
ための暗証番号等の質問を表示部２０へ表示し、かつスピーカ４０から注意喚起音を出す
。ＳＴ３０３とＳＴ３０５でキー入力が促され、ＳＴ３０４でキー入力が読み出されて、
ＳＴ３０６で予め記憶された本人照合用データとの比較がされる。ＳＴ３０７で他人と判
断されるとＳＴ３０９でその旨のフラグが設定され、本人と判断されるとＳＴ３１０でそ
の旨のフラグが設定される。またＳＴ３０５で一定時間以上経過するとタイムアウトにな
り、ＳＴ３０８で本人確認未終了のフラグが設定される。その後ＳＢＵ３００を出てＳＴ
０７へ進む。
【００６６】
Ａ２方式
　図１２のＳＴ３０２でＡ１方式が選択されない場合には、図１３のＳＴ３１１に移りＡ
２方式の本人確認が行われる。このＡ２方式ではＳＴ３１１で本人確認のための生体情報
入力を求めるための表示がされて、同時に注意喚起音が出力される。ＳＴ３１２で生体情
報が入力されるとＳＴ３１４でその生体情報が読み取られる。生体情報とは、指紋パター
ン、心拍パルスパターン、心電パルスパターン等をいう。さらにＳＴ３１５で登録されて
いるパターンとの類似を判断されてＳＴ３１６、ＳＴ３１７でその結果を表すフラグが設
定される。その後
ＳＢＵ３００を出てＳＴ０７へ進む。
【００６７】
運動の種類と量と時刻の記録
　上述の図９におけるＳＴ２３４，ＳＴ２３５、および図１０におけるＳＴ２４４，ＳＴ
２４５で述べた、運動指示リズム音のパターンと、記録された生体あるいは加速度センサ
ー出力信号パターンの相関性判断は次のようにして判断される。以下詳述する。
【００６８】
　まず周期Ｔで繰り返される運動指令音リズムを、時間波形ｆ（ｔ）とする。加速度セン
サまたは生体情報測定ユニットにて得られた生体情報の時間波形をｇ（ｔ）とする。そう
すると、相関関数Φ（ｔ）は次の式のようになる。
【００６９】
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【数１】

【００７０】
　Φ（ｔ）は、時間波形ｆ（ｔ）やｇ（ｔ）の形の一致性のみではなく、その振幅の大き
さの影響を受けた関数となるので、正規化をする必要がある。
すなわち、ｆ（ｔ）のエネルギーをｆ０とし、ｇ（ｔ）のエネルギーをｇ０とすると、次
の式で求められる。
【００７１】

【数２】

【００７２】
【数３】

【００７３】
　Φ（ｔ）を正規化した関数を正規化相互相関関数といい、Ψ（ｔ）で示すと、次の式と
なる。
【００７４】
【数４】

【００７５】
　ただしｓｑｒｔ（x）はxの平方根を求める関数である。時間区間[－T/2,T/2]の間での
Ψ（ｔ）の最大値をΨmaxとし、Ψmaxをしきい値ＴＨと比較して、しきい値を越えるかど
うかを判定する。
ＴＨを越えた場合　：　類似していると判定する
ＴＨ以下の場合　　：　非類似と判定する
【００７６】
運動の種類と量と時刻の記録についてのＳＵＢ４００
　上記の理論を前提にして具体的なフローについて図１４を参照にしてＳＵＢ４００を説
明する。ＳＴ４０１で加速度センサーの出力記録情報ｇ（ｔ）をメモリーから読み取り、
一方ＳＴ４０２で各種運動種類ごとのＮ種の基本波形モデルｆｍ１（ｔ）、ｆｍ２（ｔ）
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、ｆｍｎ（ｔ）も同様に読み取る。ＳＴ４０３，ＳＴ４０４，ＳＴ４０５，ＳＴ４０６で
、上述の理論によりｇ（ｔ）と第ｋ番基本波形モデルｆｍｋ（ｔ）との正規化相互相関関
数を得て、その最大値をＭｋとする。同様の処理を各運動モデルに当てはめて、それぞれ
のモデルについてＭ１からＭｎを求める。ＳＴ４０７ではＭ１－Ｍｎの中で最大の値を与
える基本波形モデルの番号を運動の種類として得る。そしてＳＴ４０８で上記で得られた
番号の基本波形モデルとｇ（ｔ）の相互相関関数の最大値を運動強度として記録する。Ｓ
Ｔ４０９で最終的にｇ（ｔ）として記録されている時間区間の開始時刻と終了時刻を、運
動種類と運動量とを対応付けて記録する。これにより各種運動リズムと比較した運動デー
タが得られる。
【００７７】
保険料管理システム
　次に上記運動状態モニター装置を使用して、被保険者が一定の運動を定期的に行い自己
健康維持の努力を払っている事実が保険会社またはそこから業務委託を受けた健康指導会
社が確認した場合、保険料を一定額だけ割引く実施例２に係る保険料管理システムについ
て以下開示する。
【００７８】
　図１５には本発明の実施例２に係る保険料管理システム５００を示す。この実施例では
予め保険会社５１０と被保険者５３０間で保険契約のときに、被保険者が良好な運動をす
るのであれば保険料を割り引くとの特約を設定する。また、保険会社５１０は、被保険者
５３０の運動状態をモニターするための本発明に係る運動状態モニター装置１または２を
被保険者に渡す。被保険者は自分が主に運動トレーニングをする場所（例：フィットネス
クラブ）の電話番号または自分が運動トレーニングの時にも装着している携帯電話の番号
を、保険会社に通知する。被保険者は自己の健康維持のために運動を行う際は、この運動
状態モニター装置を身体に装着する。運動するごとにその運動の種類や運動量はモニター
装置内の記憶装置Ｍ１に蓄積される。
【００７９】
　一方、保険会社５１０は自ら又は健康（運動）指導会社５２０に委託して、被保険者に
電話連絡などをして、本人確認および本人が装着している運動状態モニター装置の記録し
ている運動情報をネット網を通じて収集する。この情報の収集は図示したように被保険者
５３０が自ら例えば健康指導会社５２０のホームページに設けられた運動記録受付ファイ
ルＭ２へ送ってもよいし、また電話等を用いて口頭で通知してもよい。上述のように本発
明による運動状態モニター装置では、自己確認機能や装着確認機能、さらに暗号化データ
自己申告機能が装備されているので不正な運動実績が報告されることは無い。
【００８０】
　被保険者５３０から被保険者のＩＤおよび運動情報を受け取った健康指導会社５２０は
そのＩＤ、運動の実績の検証を終えた後、そのデータをさらにインターネット等を通じて
保険会社の運動実績ファイルＭ３へ送られる。保険会社５１０ではこのファイルＭ３のデ
ータを基にして、保険料に関するデータファイルＭ４内のその被保険者が運動実績報告前
の保険料Ｙに対して、後日一定金額のディスカウントΔＧの利便を与える。これは一定の
運動を定期的に続けた被保険者は、後日の医療費ＧがＧ’に低減する蓋然性が高く、従っ
てこの保険料ＹからΔＧ分だけディスカウントが可能である。一方保険会社５１０では被
保険者５３０に対してこの運動状態モニター装置の使用をプロモーションするために一定
の促進料Ｍを支払う。上記の場合、医療費の低下分（Ｇ－Ｇ’）が、(ΔＧ+Ｍ)分より多
ければ、保険会社にとっては利益促進として本システムを使用することが可能となる。ま
た健康指導会社５２０では、被保険者５３０が本当に適切な運動トレーニングなどをして
いるかどうかの確認や、適切な運動トレーニングの指導を行ない、サービス料として保険
会社から促進料Ｍを得るビジネスが可能である。さらに被保険者５３０では保険会社から
ΔＧの保険料割引を受けられ、かつ自己の健康維持のために健康指導会社から運動トレー
ニングについてのアドバイスを受けられることになる。
【００８１】
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　図１６には本発明の実施例２に係る保険料管理システム５００を発展させた他の保険料
管理システム６００を示す。まず勤務先会社５５０は、被保険者（社員）の保険料負担Ｙ
にＺを加算した保険料Ｘ＝Ｙ＋Ｚを健康保険引き受け会社に支払う。保険会社５１０は、
被保険者の病気などに応じて医療費Ｇを病院や薬局に支払っている。保険会社５１０は、
医療費Ｇの額を低くするために本発明に係る運動状態モニター装置１または２を保険契約
者５３０に配布する。この目的は被保険者が運動トレーニングをして健康になると、医療
費Ｇの支払いが減少するからである。促進料Ｍを支払って健康指導会社５２０に被保険者
５３０の運動トレーニングを促進してもらってもよい。この場合医療費ＧがΔＧだけ減少
する事が期待される。Ｍ＜ΔＧであれば、健康保険引き受け会社は利益を得ることになる
。
【００８２】
　一方運動促進会社５２０は、被保険者５３０の運動トレーニングの実績情報の提供を条
件に被保険者のフィットネスクラブ利用料金の一部（Ｌ）を補填する。その結果、社員は
そのようなフィットネスクラブは非常な低額（Ｋ）で利用可能となり、そのフィットネス
クラブの客は増えることが期待される。フィットネスクラブに行かずに個人でフィットネ
ス活動をする場合でも、運動状態モニター装置を装着し、正しく本人が適切な運動をして
いることが運動状態モニター装置からの情報からわかれば、運動促進会社５２０はその被
保険者に対して促進料Ｎを支払う。この場合、運動促進会社５２０は、管理費＋促進料Ｎ
＋利用料Ｌが、収入である促進料Ｍよりも小さければ、利益が上がることになる。運動促
進会社５２０はさらに、運動状態モニター装置の被保険者への販売や、運動状態モニター
装置を利用したサービス提供でさらに収益を上げることができる。
【００８３】
情報仲介システム
　図１７は実施例３に係る情報仲介システム７００が示されている。本実施例は、図１５
に示す保険料管理システム５００の健康指導会社５２０の業務の一部を情報仲介センター
５４０へ移管したものである。すなわち情報仲介センター５４０は、被保険者５３０の運
動状態をモニターするための実施例１に示した運動状態モニター装置１または２の記録し
ている運動情報をネット網を通じて収集し、ファイルＭ４に蓄積する。情報仲介センター
５４０では、この収集したデータを分析して被保険者５３０が保険料割引ΔＧを受けられ
るだけの運動を行い健康維持を図っているかを判断する。このデータ分析業務以外にも、
上述の本人確認、装着確認の業務を行ってもよい。その後、情報仲介センター５４０は、
健康指導会社５２０または保険会社５１０へ、ネット網を通じて分析結果を送り、その情
報仲介対価として情報仲介料Ｐを健康指導会社５２０から受け取る。この場合の情報仲介
料Ｐは、健康指導会社５２０が保険会社５１０から受け取る促進料Ｍの一部から支払われ
る。なお情報仲介センター５４０の詳細な構成は省略するが、実際には全ての情報仲介は
サーバー上で処理される。なお情報仲介センター５４０にはネットワークを介して情報の
送受信を行う図示しない通信機能を有している。
【００８４】
　この情報仲介センター５４０は、上述の健康指導会社と同じ機能を有していてもよいし
、その外注機関としてデータの仲介のみを行ってもよい。いずれの場合にも、情報仲介セ
ンサー５４０は、被保険者５３０の運動実績情報を解析して、その被保険者が所定レベル
の運動を行って健康維持の努力を行っているか否かを判断してその結果を保険会社５１０
へ情報提供する。それにより保険会社５１０では、その被保険者に対する医療費Ｚの支払
いが軽減されるかどうかを判断することが出来る。この他、情報仲介センター５４０は、
被保険者に対してファイルＭ４に蓄積された運動実績情報、または運動実績情報を分析、
加工した付加価値情報を、真正な被保険者の携帯電話または情報端末５３１に定期的また
は被保険者の要求によりネットワークを介して配信してもよい。例えばｉ－モード付の携
帯電話であれば、被保険者は自己の運動実績データを容易に入手することができ、健康促
進に役立てることが出来る。なおこの場合、保険会社における医療費の抑制価値が、前記
被保険者に与える一定の利便性のために必要とする経費以上の経済的価値であることを特
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徴としている。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　上述のように本発明に係る運動状態モニター装置は、運動動作を検出する運動動作セン
サーと、当該運動動作センサーの出力を記録する記録手段を備えるのみでなく、１）予め
登録した運動者本人であることを確認するための本人確認処理を行う本人確認機能と、２
）当該運動状態モニター装置を前記運動者本人が現に装着していることを確認するための
装着確認処理を行う装着確認機能と、３）前記装着確認処理が、前記運動者本人が当該運
動状態モニター装置を現に身体に装着していなければ感知できない外的指示に基づいて行
わる機能、とで構成されている。このため保険会社は、上記の運動状態モニター装置を装
着し健康促進のために所定の運動を行った被保険者のみを選別することが可能となる。こ
のような被保険者は、健康志向の優良な被保険者であると判断することにより、保険会社
は保険料を割り引く等の利便を与えることで、競業する他保険会社に対してビジネス上の
優位な地位を得ることが可能となる。
【００８６】
　更に、本発明に係る情報仲介システムは、保険会社が一定の基準に合致した身体的運動
実績が認められた被保険者に対して保険料の割り引く等の一定の利便性を供与し、一方で
は当該被保険者の身体的運動実績により医療費を抑制するための保険料管理システムであ
り、具体的には１）被保険者の有する上記の運動状態モニター装置と、２）その運動状態
モニター装置からネットワーク経由で身体的運動実績データを受け取り、信頼性ある運動
実績データのみを選別し、その信頼性ある運動実績データを保険会社に対して提供する情
報仲介機能を有する情報仲介センターと、３）上記情報仲介センターからの運動実績デー
タを受け取り、この運動実績データに基づき割り引き保険料を設定する保険会社のサーバ
、とで構成したので、その保険会社は、医療機関への支払いの低減、被保険者への保険料
割引が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】実施例１に係る運動状態モニター装置の概略構成を示す。
【図２】実施例１に係る他の運動状態モニター装置の概略構成を示す。
【図３】図２に示す運動状態モニター装置のハードウェア構成を示す。
【図４】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうちメイ
ンルーティーンの一部を示す。
【図５】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうちメイ
ンルーティーンの一部を示す。
【図６】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうちメイ
ンルーティーンの一部を示す。
【図７】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装着
確認処理ＳＵＢ２００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図８】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装着
確認処理ＳＵＢ２００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図９】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装着
確認処理ＳＵＢ２００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図１０】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装
着確認処理ＳＵＢ２００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図１１】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装
着確認処理ＳＵＢ２００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図１２】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち本
人確認処理ＳＵＢ３００に関するサブルーティーンの一部を示す。
【図１３】本発明に係る運動状態モニター装置のソフトウエア-フローチャートのうち装
着確認処理ＳＵＢ３００に関するサブルーティーンの一部を示す。
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【図１４】運動の種類と量と時刻の記録に関するサブルーティーンを示す。
【図１５】実施例２に係る保険料管理システムの概略を示す。
【図１６】図１５に示す保険料管理システムの他の構成を示す概略図である。
【図１７】実施例３に係る情報仲介システムの概略を示す概略図である。
【図１８】日本国特開２０００－２７６５２５公報に示す健康目標管理システムの従来例
を示す。

【図１】 【図２】

【図３】



(21) JP 4370583 B2 2009.11.25
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